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民事信託における問題点

第
1

信
託
と
は

民
事
信
託
の
意
義

「
信
託
」
と
は
、
契
約
・

遺
言
・
自
己
信
託
の
い
ず
れ

か
の
方
法
に
よ
り
、
委
託
者

の
付
託
に
よ
り
、
受
益
者
の

た
め
に
一
定
の
目
的
（
専
ら

そ
の
利
益
を
図
る
目
的
を
除

く
。）
に
従
い
受
託
者
が
財

産
の
管
理
又
は
処
分
そ
の
他

の
当
該
目
的
の
達
成
の
た
め

に
必
要
な
行
為
を
な
す
こ
と

を
い
う
。
民
事
信
託
と
い
わ

れ
る
も
の
に
明
確
な
定
義
は

な
い
が
、
商
事
信
託
以
外
を

い
い
、
個
人
や
事
業
の
財
産

の
管
理
・
承
継
の
た
め
に
利

用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
商

事
信
託
と
は
、
一
般
的
に
、

信
託
銀
行
や
信
託
会
社
が
、

信
託
業
法
の
規
制
の
も
と
行

わ
れ
る
信
託
を
い
う
。

第
2

信
託
に
つ
い
て
の
課
税
関
係

財
産
管
理
制
度
と
し
て
の
一

般
的
な
信
託
で
は
、
受
益
者
に

対
し
て
課
税
さ
れ
る
こ
と
を
基

本
と
す
る
。

信
託
財
産
の
所
有
者
で
あ
る

受
託
者
に
は
原
則
と
し
て
課
税

関
係
は
生
じ
な
い
。

1

信
託
の
課
税
方
法
は
、
受

益
者
課
税
信
託
・
受
領
時
課
税

信
託
・
法
人
課
税
信
託
に
分
類

さ
れ
る
。
家
族
信
託
の
よ
う
な

家
族
の
た
め
に
設
定
さ
れ
る
信

託
は
、
原
則
は
、
受
益
者
等
課

税
信
託
に
な
る
が
、
例
外
と
し

て
、
法
人
課
税
信
託
に
な
る
場

合
も
あ
る
。

受
益
者
を
信
託
財
産
の
所
有

者
と
み
な
す
の
が
信
託
の
原
則

的
な
課
税
方
法
で
あ
る
（
法
法

12
①
、
所
法
13
①
）
が
、
受
益

者
が
存
在
し
な
い
場
合
や
、
法

人
が
自
己
信
託
で
行
う
い
わ
ゆ

る
事
業
信
託
な
ど
、
受
益
者
を

所
有
者
と
み
な
す
こ
と
が
困
難

な
類
型
の
信
託
や
法
人
税
回
避

の
可
能
性
の
あ
る
事
業
信
託
で

は
、
こ
の
原
則
は
適
用
で
き
な

い
。
こ
の
よ
う
な
信
託
で
は
、

信
託
財
産
を
法
人
と
み
な
し

て
、
受
託
者
に
法
人
税
を
課
税

す
る
（
法
法
2
二
十
九
の
二
、

4
の
6
）。
こ
れ
を
法
人
課
税

信
託
と
い
う
。

こ
こ
で
、
法
人
課
税
信
託
の

特
徴
を
あ
げ
る
と
以
下
の
よ
う

に
な
る
。

⑴
二
重
課
税
問
題

法
人
課
税
信
託
と
な
る
と
、

受
託
段
階
に
お
い
て
、
法
人
課

税
信
託
に
発
生
し
た
所
得
に
つ

い
て
、
受
託
者
を
納
税
義
務
者

と
し
て
法
人
課
税
す
る
。
こ
の

場
合
、
分
配
さ
れ
た
配
当
金

は
、
受
益
者
の
受
取
配
当
と
し

て
課
税
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
ま

ま
だ
と
、
二
重
課
税
の
問
題
が

生
じ
る
が
、
法
人
課
税
信
託
の

収
益
の
分
配
は
、
資
本
剰
余
金

の
減
少
に
伴
わ
な
い
剰
余
金
の

配
当
で
あ
る
の
で
、
受
取
配
当

等
の
益
金
不
算
入
の
規
定
（
法

23
条
）
の
適
用
が
あ
る
（
法
基

通
12
の
6
―
2
―
3
）。

⑵
み
な
し
相
続
の
問
題

受
益
者
が
存
在
し
な
い
信
託

の
設
定
時
に
お
い
て
、
受
託
者

に
対
し
、
そ
の
信
託
財
産
の
価

額
に
相
当
す
る
金
額
に
つ
い
て

受
贈
益
と
し
て
法
人
税
が
課
税

さ
れ
る
。

そ
の
後
に
受
益
者
と
な
る
も

の
が
委
託
者
等
の
親
族
で
あ
る

場
合
に
は
、
受
託
者
に
対
し
、

委
託
者
等
か
ら
受
益
権
を
遺
贈

又
は
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
も

の
と
み
な
し
て
相
続
税
又
は
贈

与
税
が
課
税
さ
れ
る
。
こ
の
場

合
、
相
続
税
や
贈
与
税
か
ら
法

人
税
相
当
額
は
控
除
で
き
る
。

⑶
法
人
の
優
遇
規
定
適
用
の
不

可法
人
課
税
信
託
だ
と
、
資
本

金
を
持
た
な
い
た
め
税
制
上
の

「
中
小
法
人
等
」
や
「
中
小
企

業
者
等
」
の
優
遇
税
制
は
認
め

ら
れ
な
い
（
法
法
57
）。
具
体

的
に
は
、
法
人
税
率
の
軽
減
や

欠
損
金
の
繰
越
控
除
制
度
の
特

例
、
欠
損
金
の
繰
戻
還
付
制

度
、
交
際
費
の
損
金
不
算
入
制

度
の
特
例
等
、
様
々
な
優
遇
税

制
が
適
用
さ
れ
な
い
。

⑷
消
費
税
の
課
税
関
係

信
託
財
産
と
固
有
財
産
と
を

独
立
さ
せ
た
消
費
税
の
計
算
を

認
め
る
と
、
小
規
模
事
業
者
の

免
税
や
基
準
期
間
の
取
り
扱
い

を
脱
法
す
る
手
段
を
認
め
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
。例
え
ば
、

2
年
毎
に
法
人
課
税
信
託
を
設

定
す
る
よ
う
な
節
税
手
法
だ
。

そ
こ
で
、
小
規
模
免
税
や
基

準
期
間
に
つ
い
て
は
、
受
託
者

の
固
有
事
業
と
受
託
事
業
と
の

合
計
で
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
（
消
法
15
④
）。

⑸
受
益
証
券
発
行
の
意
義

認
可
を
う
け
た
信
託
銀
行
や

証
券
会
社
以
外
の
会
社
が
行
う

受
益
証
券
発
行
に
つ
い
て
、
信

託
受
益
権
を
受
領
時
課
税
に
せ

ず
、
受
益
者
課
税
を
行
う
こ
と

に
な
る
が
、
多
く
の
受
益
者
課

税
を
行
う
こ
と
は
現
実
的
で
は

な
い
た
め
、
こ
う
し
た
無
認
可

の
信
託
会
社
に
対
し
て
は
、
法

人
課
税
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
意
図
せ
ざ

る
法
人
課
税
信
託
を
防
止
す
る

た
め
、
実
務
で
は
、
契
約
書
に

お
い
て
「
受
益
証
券
を
発
行
し

な
い
」
と
盛
り
込
む
こ
と
が
行

わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
税
務
上
は
不

利
な
こ
と
が
多
い
の
で
、
法
人

課
税
信
託
を
当
初
意
図
し
て
い

な
い
の
で
あ
れ
ば
、
法
人
課
税

信
託
と
認
定
さ
れ
な
い
よ
う
に

信
託
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。

2

信
託
の
課
税
の
時
期
は
、

下
記
に
分
か
れ
る

・
信
託
設
定
時

・
信
託
収
益
発
生
時

・
信
託
受
益
権
の
取
得
時

・
信
託
終
了
に
よ
る
信
託
財

産
分
配
時

⑴
信
託
の
効
力
発
生
時
の
課
税

関
係

税
務
上
は
、「
信
託
財
産
に

係
る
経
済
的
利
益
を
受
け
る
の

は
誰
か
」
と
い
う
実
質
に
注
目

し
て
課
税
関
係
を
判
断
す
る
。

信
託
設
定
時
ま
た
は
信
託
受

益
権
の
取
得
時
に
課
税
さ
れ
た

場
合
は
、
原
則
と
し
て
、
信
託

終
了
時
に
は
課
税
さ
れ
な
い
。

信
託
の
相
続
税
ま
た
は
贈
与
税

の
課
税
の
時
期
が
、
い
つ
に
な

る
か
は
、
信
託
契
約
の
内
容
に

よ
る
。

⑵
信
託
期
間
中
の
課
税
関
係

信
託
の
利
益
と
費
用
の
帰
属

者
は
誰
か
、
所
得
税
、
資
産
税

は
誰
に
申
告
義
務
が
あ
る
か

は
、
信
託
契
約
や
信
託
財
産
の

状
況
に
よ
り
異
な
る
。

信
託
財
産
の
所
有
者
で
あ
る

受
託
者
に
は
、
課
税
関
係
は
生

じ
な
い
。
信
託
財
産
に
属
す
る

資
産
と
負
債
は
、
受
益
者
が
有

す
る
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
収

益
及
び
費
用
も
受
益
者
の
属
す

る
資
産
及
び
費
用
と
み
な
し

て
、
所
得
税
と
法
人
税
が
課
税

さ
れ
る
（
所
法
13
①
、
法
法
12

①
）。

⑶
信
託
終
了
時
の
課
税
関
係

信
託
で
は
、
受
益
者
以
外

に
、
信
託
終
了
時
の
残
余
財
産

の
帰
属
先
と
し
て
、「
帰
属
権

利
者
」
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
も
、
税
務
上
は

実
質
で
判
断
し
、
信
託
が
終
了

し
た
場
合
に
は
、
受
益
者
か
ら

帰
属
権
利
者
に
、
信
託
財
産
所

有
者
が
変
更
さ
れ
た
も
の
と
し

て
課
税
関
係
を
考
え
る
。

・
受
益
者
と
帰
属
権
利
者
が

同
じ
場
合

信
託
終
了
の
前
後
で
、

経
済
価
値
の
移
動
が
な
い

（
実
質
的
な
所
有
者
に
変

更
が
な
い
）
こ
と
か
ら
、

流
通
税
以
外
の
課
税
関
係

は
生
じ
な
い
。

・
受
益
者
と
帰
属
権
利
者
が

異
な
る
場
合

信
託
終
了
の
前
後
で
、

経
済
価
値
が
、
受
益
者
か

ら
帰
属
権
利
者
に
移
動
す

る
こ
と
か
ら
（
実
質
的
な

所
有
者
が
変
更
す
る
）
課

税
関
係
が
生
じ
る
。

⑷
受
益
権
の
税
務
上
の
評
価

受
益
権
と
は
、
信
託
財
産
に

属
す
る
財
産
の
引
渡
し
そ
の
他

の
信
託
財
産
に
係
る
給
付
を
す

べ
き
も
の
に
係
る
債
権
と
こ
れ

を
確
保
す
る
た
め
に
信
託
法
に

基
づ
い
て
受
託
者
そ
の
他
の
者

に
対
し
一
定
の
行
為
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
権
利
の
総
称
の

こ
と
を
い
う
（
信
法
2
⑦
）

受
益
権
の
評
価
に
つ
い
て

は
、
財
産
評
価
基
本
通
達
に
お

い
て
、
次
の
と
お
り
定
め
ら
れ

て
い
る
。（
財
基
通
2
0
2
）

ア

元
本
と
収
益
と
の
受
益
者

が
同
じ
場
合

課
税
時
期
に
お
け
る
信
託

財
産
の
価
額
が
評
価
額
と
な

る
。こ

の
評
価
額
だ
が
、
例
え

ば
、
委
託
者
が
所
有
す
る
不

動
産
を
、
子
を
受
益
者
と
し

て
信
託
す
れ
ば
、
子
は
不
動

産
に
係
る
受
益
権
を
取
得
す

る
（
信
法
88
①
）。こ
の
場
合

は
、
相
続
税
法
上
は
、
不
動

産
を
取
得
し
た
も
の
と
み
な

さ
れ
（
相
法
9
の
2
⑥
）、不

動
産
の
相
続
税
評
価
額
を
受

益
権
の
評
価
額
（
財
評
基
通

達
2
0
2
⑴
）
と
し
て
相
続

税
や
贈
与
税
の
課
税
が
行
わ

れ
る
。

イ

元
本
と
収
益
と
の
受
益
者

が
異
な
る
場
合
（
い
わ
ゆ
る

「
複
層
化
信
託
」）

①

収
益
受
益
者
が
取
得
す

る
収
益
受
益
権

受
益
者
が
将
来
受
け
る
べ

き
利
益
の
価
額
を
推
算
す

る
。
そ
し
て
、
そ
の
推
算
し

た
価
額
は
、
課
税
時
期
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
の
受
益
の
時
期
ま

で
の
期
間
に
応
ず
る
基
準
年

利
率
に
よ
る
複
利
現
価
率
を

乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
の
合

計
額
が
評
価
額
と
な
る
。
計

算
上
は
、
以
上
の
通
り
だ

が
、
例
え
ば
、
賃
貸
用
不
動

産
な
ど
を
信
託
す
る
場
合
、

信
託
期
間
中
の
家
賃
収
支
か

ら
計
算
す
る
の
で
あ
る
が
、

空
室
リ
ス
ク
、
修
繕
費
の
見

積
、
事
故
、
災
害
の
リ
ス
ク

を
見
積
も
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。
実
務
上
は
、
不
動
産

鑑
定
士
に
評
価
し
て
も
ら
う

こ
と
が
多
い
。

②

元
本
受
益
者
が
取
得
す

る
元
本
受
益
権

信
託
財
産
の
価
額
か
ら
収

益
受
益
権
の
価
額
を
控
除
し

た
も
の
と
な
る
。

注
）
複
層
化
さ
れ
た
受
益
者
連

続
型
信
託
の
評
価
は
、
右
記
と

異
な
る
。

収
益
受
益
権
は
そ
の
財
産
の

価
値
そ
の
も
の
と
し
て
評
価
す

る
。
こ
れ
に
対
し
、
元
本
受
益

権
は
、
評
価
0
。
こ
れ
は
、
30

年
超
の
期
間
、
元
本
受
益
権
が

固
定
化
さ
れ
た
場
合
課
税
で
き

な
い
の
で
、
収
益
受
益
権
に
担

税
力
を
認
め
て
課
税
の
対
象
に

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ⅰ

信
託
開
始
時
に
、
委
託
者

か
ら
元
本
受
益
者
へ
贈
与
が

あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。

ⅱ

信
託
期
間
中
に
元
本
受
益

権
の
価
値
の
増
加
分
に
贈
与

税
は
課
税
さ
れ
な
い
。

ⅲ

信
託
終
了
前
に
、
受
益
者

が
死
亡
し
、
受
益
権
を
得
た

ら
、
財
産
は
、
そ
の
時
点
に

お
け
る
収
益
受
益
権
の
評
価

額
と
な
る
。

ⅳ

終
了
時
、
元
本
受
益
者
へ

の
元
本
帰
属
時
に
課
税
関
係

は
生
じ
な
い
。

評
価
方
法
の
特
殊
性
を
利
用

す
る
複
層
化
信
託
を
駆
使
し
た

節
税
方
法
が
、
ネ
ッ
ト
上
に
多

数
見
受
け
ら
れ
る
が
、
評
価
の

問
題
を
一
概
に
ク
リ
ア
し
て
い

る
も
の
は
な
い
と
思
わ
れ
、
実

務
上
留
意
が
望
ま
れ
る
。
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民
事
信
託
推
進
セ
ン
タ
ー
（
民
事

法
研
究
会
）

「
家
族
信
託
契
約
」弁
護
士

遠
藤

英
嗣
（
日
本
加
除
出
版
株
式
会
社
）

「
資
産
・
事
業
承
継
対
策
の
現
状

と
課
題
」
野
村
資
産
承
継
研
究
所

（
大
蔵
財
務
協
会
）

「
民
事
信
託
の
活
用
と
弁
護
士
業

務
の
か
か
わ
り
」民
事
信
託
研
究
会

「
信
託
を
活
用
し
た
中
小
企
業
の

事
業
承
継
の
円
滑
化
に
向
け
て
」

信
託
を
活
用
し
た
中
小
企
業
の
事

業
承
継
円
滑
化
に
関
す
る
研
究
会

例）委託者＝収益受益者
元本受益者は別

金額

複
層
化

収益受益権

信託受益権全体＝
信託財産の価額

元本受益権

時間の経過→

松本 次夫〔目黒〕

日
本
税
務
会
計
学
会

平
成
29
年
9
月
月
次
研
究
会
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